
請求の要旨

１，大東市では昭和 38 年から 45 年間以上も一定の業者とだけ、随意契約でのごみ等

の収集業務委託契約を締結している。

２，「平成 2１年度 大東市一般会計予算書」（証拠その一）によれば、その金額は、

ゴミ収集委託費 822,861,000 円、内容としては、事務業務委託費（一般ごみ収集委

託、従量制ごみ収集委託、処理困難物、粗大ごみ収集委託）であり、容器包装リサ

イクル分別収集事業 266,456,000 円であり、合計では、1,089,317,000 に達する。

同様に「平成 22 年度 大東市一般会計予算書」（証拠その二）によれば、その

金額は、ゴミ収集委託費 819,742,000 円であり、容器包装リサイクル分別収集事業

267,324,000 円、合計では、1,087,066,000 円に達する契約がなされて、契約方法

は地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とされている。

３，しかし、市のこの随意契約の締結は、同施行令で定められた「不動産の買入れ又

は借入れ、普通 地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使

用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に

適しないものをするとき」との規定とはおよそ無縁であり、歪曲され、こじつけた

契約であるので、明らかに違法・不当である。

４，そもそも会計法第 29 条の 3第 1項、地方自治法第 234 条第 2項において、国お

よび地方公共団体が行う契約は入札によることが当然、原則であり、随意契約は法

令の規定によって認められた場合にのみ行うことができる。予算決算及び会計令第

99 条の 6、都道府県・市町村の規則などにおいて、随意契約を締結する場合は、な

るべく見積書を徴すること、またなるべく複数の者から見積書を徴さなければなら

ない。

５，よって請求者は、平成２２年度以降、大東市ごみ等の収集業務委託を随意契約で

行わないことを求め、また随意契約に基づく費用を公金支出しないよう差し止めを

求めるものである。

６，また以下に示す算出方法により、市長以下、幹部職員と関係した市職員に対して、

９億１１００万円の損害賠償を請求する。

近隣の大阪府枚方市では、指名競争入札にて一般ごみ収集業務委託を行っている。

65,500 世帯のごみを収集するのに業務委託料は 216,762,000 円支払われている

（証拠その三）ので、一世帯あたりの収集費は年間 3,309 円となる。

[枚方市についての数式]

216,762,000 円 ÷ 65,500 世帯 ＝ 一世帯あたりの収集費は年間 3,309 円



一方、53,500 世帯の大東市では上記で示したうち予算の低い方、つまり平成 22

年度で見積もっても、1,087,066,000円であり、一世帯あたりの収集費は年間20,319

円となる。

[大東市についての数式]

1,087,066,000 円 ÷ 53,500 世帯 ＝一世帯あたりの収集費は年間 20,319 円

このことは枚方市民に比べて大東市民が実に 6.14 倍も支払っていることになりま

す。

[大東市と枚方両市についての一世帯あたりの収集費の年間比較の数式]

大東市民年間 20,319 円 ÷ 枚方市民年間 3,309 円＝6.14 倍

よって平成 2１年度については、

1,089,317,000 円 ÷ 6.14 ＝ 177,413,000 円（千円未満切り捨て）が妥当な金

額であり、差額は

1,089,317,000 円 － 177,413,000 円 ＝ 911,904,000 円 となり、少なく見積も

っても、９億１１００万円が返還されるべき損害賠償金であり、返還を請求する。

なお、平成 22 年度予算 1,087,066,000 円とそれ以降については、公金支出の差し

止めを求める。

７，よって、請求者は、市長以下、幹部職員、関係した市職員による不当な行為を改

めさせるため、平成２１年度の支出に関しては、市長、幹部職員および関係した市

職員に対して９億１１００万円の損害賠償を求め、平成 22 年以降は随意契約の基

づく公金支出を行わないよう求め、別 紙証拠書類を添えて、地方自治法２４２条

に基づき、住民監査請求を行うものである。

添付証拠書類

その一、平成 21 年度 大東市一般会計予算書の表紙と 220 頁から 223 頁まで

その二、平成 22 年度 大東市一般会計予算書の表紙と 222 頁から 223 頁までと

226 頁から 22７頁まで

その三、大阪府枚方市における「一般ごみ収集業務委託」での指名競争入札（委

託）執行調書と業務委託契約書の表紙


